
○大府市空家等対策の推進に関する規則 

令和元年12月26日大府市規則第28号 

改正 

令和２年９月25日規則第45号 

令和３年３月29日規則第83号 

令和５年９月29日規則第41号 

令和８年３月30日規則第34号 

大府市空家等対策の推進に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下

「法」という。）及び大府市空家等対策の推進に関する条例（令和元年大府市条例第32

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（類似空家等） 

第２条 条例第２条第４号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当す

るものをいう。 

(１) 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が相当期間なされて

いないもの 

(２) 長屋及び共同住宅のうち、居住その他の使用がなされていないことが常態であり、

又は当該使用が相当期間なされていない住戸又は区画 

(３) 前２号に掲げるもののほか、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その

他の使用がなされていないことが常態であるものに準じる状態であると市長が認める

もの 

（立入調査） 

第３条 法第９条第３項及び条例第９条第３項の規定による通知は、立入調査通知書（第

１号様式）により行うものとする。 

２ 法第９条第４項及び条例第９条第４項の身分を示す証明書は、立入調査員証（第２号

様式）によるものとする。 

（勧告） 

第４条 法第13条第２項及び第22条第２項並びに条例第15条第２項の規定による勧告は、

勧告書（第３号様式）により行うものとする。 



（勧告に係る公表等） 

第５条 条例第17条の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの

利用その他の方法により行うものとする。 

(１) 勧告に係る特定空家等又は特定類似空家等の所在地及び用途 

(２) 勧告によりとるべきものとされた必要な措置の内容 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 条例第17条の標識は、勧告に係る標識（第４号様式）によるものとする。 

（命令） 

第６条 法第22条第３項及び条例第18条第１項の規定による命令は、命令書（第５号様式）

により行うものとする。 

２ 法第22条第４項及び条例第18条第２項の通知書は、命令に係る事前通知書（第６号様

式）によるものとする。 

３ 法第22条第４項及び条例第18条第２項の意見書は、命令に係る事前通知に対する意見

書（第７号様式）によるものとする。 

４ 法第22条第５項及び条例第18条第３項の規定による請求は、聴取請求書（第８号様式）

により行うものとする。 

５ 法第22条第７項及び条例第18条第５項の規定による通知は、聴取通知書（第９号様式）

により行うものとする。 

（公示） 

第７条 法第22条第13項及び条例第18条第７項の標識は、命令に係る標識（第10号様式）

によるものとする。 

２ 法第22条第13項及び条例第18条第７項の規定による公示は、次に掲げる事項を明示し

て、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 

(１) 命令に係る特定空家等又は特定類似空家等の所有者等の住所及び氏名（所有者等

が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

(２) 命令に係る特定空家等又は特定類似空家等の所在地及び用途 

(３) 命令によりとるべきものとされた必要な措置の内容 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（行政代執行） 

第８条 法第22条第９項及び条例第19条の規定による処分（以下この条において「行政代



執行」という。）に係る行政代執行法（昭和23年法律第43号）第３条第１項の規定によ

る戒告は、戒告書（第11号様式）により行うものとする。 

２ 行政代執行に係る行政代執行法第３条第２項の規定による通知は、代執行令書（第12

号様式）により行うものとする。 

３ 行政代執行に係る行政代執行法第４条の証票は、執行責任者証（第13号様式）による

ものとする。 

４ 行政代執行に係る行政代執行法第５条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命

令書（第14号様式）により行うものとする。 

（特定空家等に係る略式代執行） 

第９条 法第22条第10項の規定による処分（以下この条において「略式代執行」という。）

のために現場に派遣される執行責任者は、執行責任者証を携帯し、関係者の請求があっ

たときは、これを提示しなければならない。 

２ 略式代執行に係る費用の納付の命令は、代執行費用納付命令書により行うものとする。 

３ 法第22条第10項の規定による公告は、大府市公告式条例（昭和45年大府市条例第２号）

第２条第２項の規定の例により行うものとする。 

４ 前項の規定による公告は、略式代執行の実施に係る公告（第15号様式）により行うも

のとする。 

（特定空家等に係る緊急代執行） 

第９条の２ 法第22条第11項の規定による処分（以下この条において「緊急代執行」とい

う。）のために現場に派遣される執行責任者は、執行責任者証を携帯し、関係者の請求

があったときは、これを提示しなければならない。 

２ 緊急代執行に係る費用の納付の命令は、代執行費用納付命令書により行うものとする。 

（緊急安全措置） 

第10条 条例第20条第２項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書（第16号様式）

により行うものとする。 

２ 条例第20条第３項の身分を示す証明書は、緊急安全措置実施者証（第17号様式）によ

るものとする。 

（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 



この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年９月25日規則第45号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月29日規則第83号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年９月29日規則第41号） 

（施行期日） 

１ この規則は、大府市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例（令和５年

大府市条例第26号）の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の大府市空家等対策の

推進に関する規則の様式による書類は、改正後の大府市空家等対策の推進に関する規則

の様式によるものとみなす。 

   附 則（令和８年３月30日規則第34号） 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 



第１号様式（第３条関係） 

 



第２号様式（第３条関係） 

 
 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第    号  

立入調査員証 

所 属 

職 名 

氏 名 

生年月日     年  月  日 

 

上記の者は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127

号）第９条第２項又は大府市空家等対策の推進に関する条例（令和元年大

府市条例第32号）第９条第２項の規定に基づく立入調査の権限を有する者で

あることを証明する。 
 

    年  月  日 発行 
 

                 大府市長        印 

 

写 真 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）（抜粋） 

（立入調査等） 

第９条 （略） 

２ 市町村長は、第22条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空

家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って

調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとすると

きは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し

通知することが困難であるときは、この限りでない。  

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の

請求があったときは、これを提示しなければならない。  

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

大府市空家等対策の推進に関する条例（令和元年大府市条例第32号）（抜粋） 

（空家等及び類似空家等の立入調査等） 

第９条 （略） 

２ 市長は、法第13条第１項及び第２項並びに第15条第１項及び第２項並びに第18条第１項の規定の施行に必要な限度

において、空家等又は類似空家等の所有者等に対し、当該空家等又は類似空家等に関する事項に関し報告させ、又は

その職員若しくはその委任した者に、空家等又は類似空家等と認められる場所（空家等については、敷地に限る。以

下この条において同じ。）に立ち入って調査をさせることができる。  

３ 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等又は類似空家等と認められる場所に立ち入らせよ

うとするときは、その５日前までに、当該空家等又は類似空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。た

だし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。  

４ 第２項の規定により空家等又は類似空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。  

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 
注意 

この証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 



第３号様式（第４条関係） 

 



第４号様式（第５条関係） 

 



第５号様式（第６条関係） 



 



第６号様式（第６条関係） 

 



第７号様式（第６条関係） 

 



第８号様式（第６条関係） 

 



第９号様式（第６条関係） 

 



第10号様式（第７条関係） 

 



第11号様式（第８条関係） 

 



第12号様式（第８条関係） 



 



第13号様式（第８条、第９条、第９条の２関係） 

 



第14号様式（第８条、第９条、第９条の２関係） 



 



第15号様式（第９条関係） 

 



第16号様式（第10条関係） 

 



第17号様式（第10条関係） 

 


